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 司馬遷の『史記』については、古来おびただしい注釈書が著わされてきた。

そのうち最も早く撰述され、①また最も重要とされているものとして所謂史

記三家注、即ち南朝宋の斐駆撰『史記集解』、唐の司馬云云『史記索隠』、②

同じく唐の張守節撰『史記正義』③が挙げられよう。この三家注の一つ『史

記集解』中に多数引用されている『漢書音義』について、数：稿に分けて考え

て行きたい。

1．斐關『史記集解』（以下『集解』と略す）④

 『史記』を注釈するに際して、それまで行われた諸家の説を参考にするの

は勿論のことであるが、漢代に関する部分については当然のことながら、該

当する『漢書』本文の記述及びその注釈も参考の対象となろう。この点につ

いて心心1は「史記集解序」の中で次のように述べている。

  晋の徐広は『史記』諸本を考究して異同を列挙し、訓解を施して『史記

  音義』を作った。新たに明らかにされた所もあったが、惜しむらくはそ

  の疎略なことであった。そこで私見を加えて徐氏の説を弓術し、更に諸

  家先儒の説を渉猟し、その有益なものは悉くとり入れた。・……

  『漢書音義』を引用するにあたっては、三蹟の説は彼の姓氏が明らかで

  はないので、単に「翌日」とし、注釈者の姓名共に不明のものについて

  は「漢書音義日」とだけ記して引用した。⑤

即ち、斐駆は『漢書音義』所引の諸家注釈を三蹟説と注釈者不明説の二種に

大別し、前者を「蹟日」、後者を「漢書音義日」として引用した。よって、

『集解』の中で「漢書音義日」が引く注釈は臣遭以外のものとなる。i装馳は

注者不明の注釈を全て『漢書音義』' ﾅ括ってしまったがてこの注者を明らか、
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にできないであろうか。又、嚢駆は『漢＝書音義』の撰者については一言も触

れていない。

2．『漢書』注釈家

 『漢書』はその成書当初から難解な書であり、当代の大儒者馬融ですら班

固の妹班昭に読みをうけたし、⑥後三三には早くも服度・応勧の注釈書がそ

れぞれ著わされていた。即ち、この時代にはもう注釈書が必要になっており、

『集解』が著わされた南朝宋代迄には、『漢書音義』も含めて数多くの注釈書

が世に出されていた。斐駆の時代より降るが、『陪書』経籍志、『旧唐書』経

籍志、『辞書』芸文志の正史『漢書』の項には以下の如く『漢書』注釈書が

掲載されている。

              ※印は『漢書』撰述時に既に存在した書（遠藤）

〈暦書経籍志〉

 ※漢書一百一十五巻 貸室軍足固撰、太山太守慮勧集解。

 ※漢書集解音義二十四巻 磨勧撰。

 ※漢書音訓一巻 服翌年。

 ※漢書音義七巻 章昭撰。

  漢書音二巻 梁薄陽太守劉顯撰。

  漢書音二巻 夏即詠撰。

  漢書音義十二巻 國子博士薫町回。

  漢書音十二巻 廉太子勇命弾唄等撰。

 ※漢書集注十三巻 奮灼撰。

 ※漢書注十三巻 齊金紫光腺大夫陸運撰。

  漢書績訓三巻 梁北平諮議参軍章稜撰。

  漢書訓纂三十巻 午時部尚書即下撰。

  漢書集解一巻 挑察撰。

 ※論前漢事一巻 蜀丞相諸葛亮撰。

 ※漢書駁議二巻 奮安北下軍門寳撰。

  定漢書捨二巻 挑察撰。

  漢書叙傳五巻 項平鮒。

  漢疏四巻 町有漢書孟康音九巻、劉孝標注漢書一百四十巻、陸澄注漢書

       一百二巻、梁元帝注漢書一百一十五巻、並亡。

〈旧唐書経籍志〉
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※漢書一百十五巻 班固作。

 又一百二十巻 顔師古準。

 御画定漢書八十一巻  弓庭俊等撰。

※漢書音訓一巻 服度撰。

※漢書集解音義二十四巻 鷹勧撰。

 漢書叙傳五巻 項岱撰。

※漢書音義九巻 孟康撰。

※漢書集注十四巻 奮灼注。

※漢書音義七巻 三豊撰。

※漢書駁議二巻 劉義塾。

※漢書新注一巻 陸澄撰。

 孔皇漢書士上皇二巻 画廊詳撰。

 漢書績訓二巻 上皇撰。

 漢書訓纂三十巻 銚察撰。

 漢書音義二十六巻 劉嗣等撰。

 漢書音二巻 夏侯詠撰。

 又十二巻 包榿撰。

 又十二巻 瀟該撰。

 漢書決疑十二巻 顔延年撰。⑦

 漢書古今集義二十巻 顧胤撰。

 漢書正義三十巻 繹務静撰。

 漢書正名氏義十三巻

 漢書魅惑三十巻 李善撰。

 漢書皇霊志音義一巻 陰景倫作。

 漢書英華八巻

〈唐書芸文志〉

※班固漢書一百十五巻

※感度漢書音訓一巻

※磨勧漢書集解音義二十四巻

※諸葛亮論前漢事一巻

※又音一巻

※虚血漢書音義九巻
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 ※奮灼漢書集注十四巻'

 ※又音義十七巻

 ※章昭漢書音義七巻

 ※崔浩漢書音義二巻

  孔氏漢書音義抄二巻 孔文鮮。

  劉嗣等漢書音義二十六巻。

  夏侯爵漢書音二巻

  包榿漢書音十二巻

  笹書漢書音十二巻

  陰景倫漢書律暦志音義一巻

  項岱漢書古平八巻        ，

 ※劉寳漢書駁義二巻

 ※陸澄漢書新注一巻

  章稜漢書馬子二巻

  苛察漢書訓纂三十巻

  四聖秦漢書決疑十二巻

  檜務静漢書正義三十巻

  附帯漢書引解三十巻

  漢書正名氏義十二巻

  漢書英華八巻

  御暫定漢書八十七巻 高宗與邦庭俊等撰。

  顧胤漢書古今集義二十巻

  顔師古注漢書一百二十巻

  漢書音義二十巻

  敬野冊漢書四十巻

  又漢書音義十二巻

  元懐景漢書州府 巻亡。開元右庶子、武陵縣男。詮日文。

  銚艇漢書今町四十巻

  沈邉漢書問答五巻

  平帯漢書辮惑二十巻

 以上を整理して、『集解』撰述時代既に存在していた『漢書』注釈書（亡

侠も含む）を『漢書音義』とそれ以外に分けると、その撰者は次のようにな
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る。

ir灘議』瀦 『漢書音義』以外の注釈書撰者

二二経籍志 卑昭 応勧、二度i、晋灼、陸澄、諸

葛亮、劉宝、孟康、劉孝標，

（夏三二、二三）⑧

旧詞書経籍志 孟康、章昭 服度、論義、一画、劉宝、陸

澄、（項岱、孔文詳、夏侯爵、

劉嗣）⑨

唐書芸文志 孟康、章昭、崔浩『 服度、応勧、諸葛亮、雪垣、

油壷、陸澄、（孔文祥、劉嗣、

夏侯泳、項岱）⑩

 先ず注目されるのは、『漢書音義』はおろかそれ以外の注釈書撰者にも臣

遭の名が出てこない事である。この点について顔師古（581-645）は「漢書

旧例」の中で、『漢書』旧注に関して次のように述べている。

  『漢書』にはもともと注解はなく、ただ服度・応勧の音義がそれぞれ別

  に行なわれただけであったが、地代になると晋灼が『漢書集注』十四巻

  を著わした。・…・

  又、恐らく三拝の人であろう臣贋という者が諸家の音義を総集し、自説

  を交えて二十四巻を著わした。今に伝わる『集解音義』は臣蹟の書であ

  るのに、後人がそうであると知らずに誤って応品等の『集解』であると

  している。…・（これ等は『漢書』本文とは別に単行していたが）票誤

  が臣讃の説を『漢書』本文の中へ散入し、これによって始めで『漢書』

  注本が行なわれるようになった。⑪

応勧等の撰であると誤って伝えられている『集解音義』は、実は二二の作で

あると顔師古は言う。そうであれば、上記三志に登載されている『漢書集解

音義』二十四巻は応勧ではなく、全て臣蹟撰ということになろう。しかしこ

れは顔師古も「服慶・応勧の音義がそれぞれ別に行なわれ・…」と言ってい
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るように、応勘にも音義の書があり、その説が珍重された⑫ために生じた誤

りであろう。又、『階書』経籍志に、

  漢書一百一十五巻 漢護軍班馬車、太山太守鷹勧集解。

と記されているが、これは応勘の音義を『漢書」本文にとり入れたもので、

『漢書集解音義』とは別物であろう。書名は明らかではないが、応勧にもそ

れ相応の注釈書が存在したことは明らかである。

 次にr漢書音義』という書は、三志の記載からも明らかなように、複数存

在したわけであるが、斐駆が引用した『漢書音義』には臣蹟の説がとり入れ

られているのであるから、その撰者は、当然、臣贋以前の章昭や孟康ではあ

りえない。残るは崔浩であるが、年代から考えれば可能性があるとも言える

が、断定もできない。

 顔師古は又、「応勘等の『集解音義』」と言っているが、「応勧等」とは応

勧と誰を指しているのであろうか。「漢書叙例」最後に『漢書』注釈家23人

を列挙している。

 ○荷悦字仲豫、頴川人、後漢秘書監。撰漢紀三十巻、其事皆出漢書。

 ○服二字子愼、榮陽人、後漢尚書侍郎、高平令、九江太守。初名重、改名

  砥、後定名度。

 ○鼎峙字仲暖、一字仲援、一字仲遠。汝南南頓人、後漢軍令、御史螢令、

  泰山太守。

 ○伏嚴字景宏、娘四人。

 ○劉徳、北海人。

 ○鄭氏、聖楽音義序云不知其名、而臣贋集解云鄭徳。既無所接、今依奮灼

  但稻鄭氏耳。

 ○李斐、不詳所出郡縣。

 ○李奇、南陽人。

 ○都展、南陽人、魏建安中爲奮威手甲、封高配郷侯。

 ○堅甲字和良、南陽人、後漢脇田州從事、魏建安中爲甘陵府丞。

 ○張華字稚譲、清河人、一云谷間人。魏刑罪中爲博士。止解司馬相如傳一

  巻。

 ○蘇重字孝友、県警外黄人、魏早事旧領秘書監、・…・黄初中遷博士、封

  安成亭侯。

 ○張嬰三子博、中山人。
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 ○如淳、凋翅人、二三郡丞。

 ○孟康字公休、安平廣宗人、魏雲門常侍、二二太守、……封二二二二。

 ○項昭、不詳何郡二人。

 ○葦二字弘嗣、二二雲陽人、呉朝尚書郎、太子令、中書郎、……封高陵

  亭侯。

 ○奮灼、河南人、奮尚書郎。'

 ○劉寳温習眞、高平人、奮中書郎、河内太守、御史二二、……侍皇太子

  講漢書、別二二義。

 ○臣贋、不詳姓氏及郡民。

 ○郭瑛冷温純、河東人、奮贈弘農太守。止注相如乱序山鳥猟詩賦。

 ○薬誤字道明、臨急即急人、東奮侍中五兵尚書、太常領秘書監、…・…

  雷文穆公。

 ○崔浩字伯深、清河人、後魏侍中特進撫軍大將軍、… …封東郡公。撰萄

  三二紀音義。

 以上23人の中に、顔師古の言う『集解音義』の撰者であると誤認されてい

た複数の人物は無論のこと、『漢書音義』撰者も含まれているであろう。し

かし、上の鄭氏の項で、

  蕾灼音義序云…・・…二二贋集解輻云・…

と述べている所から、少なくとも晋灼『音義』及び臣贋『集解』は目にして

いたにもかかわらず、顔師古はこれ等の説を引く時、後述するように、注者

の名を冠して引用し、書名は記していない。『漢書音義』撰者としての可能

性は、上記『漢書』注釈家全てに、又、嚢駆が参考にした『漢書音義』撰者

に限れば臣讃以降の注釈家にあろうが、今の所解明の糸口はみつからない。

3．『漢書音義』に引かれている注釈家

 1で既に示したように、i斐駆「は『集解』撰述にあたり、『漢書音義』所引

の諸家注釈を三二注と注者不明注の二種に大別し、前者を「贋日」、後者は

「漢書音義日」として引用した。実際に『集解』を調査した所、「二日」は

140条、「漢書音義日」は347条であった。⑬尚、

  按、漢書音義鷹勧説・・…⑭

という条があり、『漢書音義』丁丁の注釈者を明記している唯一の例外であ

る。又、同一被注箇所に「二日」と「漢書音義日」双方が並列注記されてい

る例が4条あり、⑮この点からも斐駆は『漢書音義』所引注釈を二種に大別

一 115 一



斐駆『史記集解』に引かれる『漢書音義』（一）

引用していたことが明らかとなる。では、「漢書音義日」で一括された姓名

不明注者を明らかにする手懸りはないのであろうか。

 その一つとして、『集解』中「漢書音義日」で示されている被注箇所が、

『漢書』該当箇所ではどの様な注解がなされているか調査した。⑯

 『漢書』注釈とは言うまでもなく顔師古注のことがあるが、顔師古は諸家

の説を引用する際、書名は記さずに注釈家の名前を冠して注釈を行っている。

よって、斐關が注者不明を一括して「漢書音義日」で引用した箇所にも全て

注釈真名を明記している。この二者注釈間ではかなりの一致が見られる。

〈例〉下線部分が動注箇所

①『史記』事々本紀「因立塁塞下庄王、」

  集解 漢書音義日、本荘郡、改爲臨江國。

 『漢書』高帝紀「懐王卿國共敷爲宋音王、」

     磨細目、柱國、上卿官財、若相國 。共赦、其姓名也。

     孟康日、本南郡、改爲臨江國。

     師古蹟、共音襲。

②『史記』曹相異世家「攻秦監公車、」

  集解 漢書音義日、監、御史監郡者、公、名。秦一郡置旧、尉、監三人。

 『漢書』曹早目「攻秦監公車、大破之。」

     車塵日、監、御史転調者。公、名也。

     奮灼日、按高紀名平也。秦一組置守尉監三人。

     畳畳日、公案、時人尊構之耳。引回是也。

①は『漢書音義』注と孟車塵が一致している例。②は孟旧注に奮灼注の後半

部分を加えたものが『漢書音義』注と一致、即ち、二家の注釈がペアになっ

て一致する例である。この作業を「漢書音義日」344条で行った結果は以下

に示すとおりである。尚、非常に簡略で且つ特殊性の見られない注釈の場合、

たとえば、

  『史記』陳渉世家「破之青波、」

   集解 漢書音義日、地名也。

  『漢書』陳勝傳、「破之青波、」

      文穎日、地名也。

のような場合は、『漢書音義』が文穎注を引用しているとは断言できない。

よって「特定できず」の項に入れた。
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  服度 33条（うち2条は当逃とペア）

  応勘 10条

  鄭氏 4条

  李奇 11条（うち1条は張揖とペア）

  都展 1条

  文穎 6条

  張揖54条（うち1条は李奇とペア）

  蘇林 2条

  張曇 1条

  如淳 2条

  蝋引 95条（うち2条は服度、1条は晋灼、1条は顔師古とペア）

  晋灼 3条（うち1条は孟康とペア）

  臣蹟 2条

  血判 2条                        、

  顔師古 2条（うち1条は孟康とペア）

  特定できず 108条

  出所不明 8条

 以上15人のうち、心心の54条と郭瑛の2条は全て「司馬相如伝」中の注釈

であり、これは上述「漢書叙列」中の漢書注釈家の項で顔師古が指摘してい

る通りである。

 次に、顔師古の2条であるが、成立年が『集解』より遅い顔師古注を『集

解』所引の『漢書音義』が引用することはできない。即ち、以下の顔師古注

2条は本来「漢書音義日」と一致する筈のないものである。

③『史記』曹相國世家「参日、不然。夫獄三者、所以R容也、今君擾之、姦

     人当所容也。吾是以先之。」

  集解 漢書音義日、出獄善導受善悪、若窮極、姦人無所容窟、姦人無所

           容窟、久且爲露L。秦人極刑而天下畔、孝武三法而獄

           繁、此其数也。老子日、我無爲而民自化、我好静而

           出自正。参欲以道化其本、不欲擾其末。

 『漢書』年占傳「参日、不然。夫獄市者、所以牲容也、今君擾之、姦人安

     所容乎。吾是以先之。」

     孟当日、夫獄市者兼受善悪、若窮極姦人、姦人無所容窟、久且爲
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           齪。門人極刑而天下畔、孝土壁法而寒土、此方数也。

     師古座、老子云、絶無爲、民謡化、同好静、民謡正。参欲以道化

           爲本、不欲擾野末也。

④『史記』司馬相判列傳「或謂且天爲質闇、珍符固不可僻。」

  集解 漢書音義日、言天道質昧、以符臥煙意、不可僻譲也。

 『漢書』司馬相如墜下「或謂且天髄質闇、畔引符固不可僻。」

     師古日、言天道三昧、以符瑞見回、不可僻譲也。

 ③は『漢書音義』注の前半が孟康注、後半が顔師古注とr致しているが、

この注について王先謙（1842-1917）『漢書補注』では次のように述べてい

る。

  宋祁（998-1061）が『漢書』校勘の際に参照した漸本には「師暦日」

  の3字はなく、『集解』が引いている『漢書音義』は全て孟康の説であ

  る。⑰

二二謙説の当否は俄かに断ずることはできないが、『漢書』注の中には本来

ない筈の「二野日」の三字が挿入されている可能性があるということを示す

一例となろう。

 ④は『漢書音義』注と顔師古注が一致している例であるが、顔師古注『漢

書』より約100年後に成書した司馬貞『史記索隠』には、⑱

  孟康日、言天道質昧、以符倉見意、不可僻譲也。、

と、孟康の説として、『漢書音義』及び顔師古注と一字一句違わない注を載

せている。これはどう考えるべきか。③と同じく、「師古日」が混入してし

まったためか、或は、全く推測の域を出ないが、、顔師古又は後人の手によっ

て意図的に整理を受けた結果なのか。③・④ともに、次稿以降残り14人の各

条を順次検討した後、再考すべきであろう。更に、広く『漢書音義』撰者に

ついても考えてみたい。

〔注〕

①現存する最古の注釈は特写の『史記集解』であるが、後漢代には既に延篤撰『音義』、

 撰者不明の『暮景』が著わされていたとという（司馬貞「史記索隠後序」）。

②司馬貞、字は子正、河内の人、官は朝賀大夫、弘文館学士。本書の成書年は不明で

 あるが、「史記索隠後序」に先人の『史記』に関する著作を列挙論評している箇所

 には、後漢の延篤『音義』から唐貞観年間の劉伯荘『音義』迄が挙げられ、この中

 に張守節『史記正義』は出てこない。この記述から『史記索隠』成書年は『史記正

 義』以前であることがわかる。又、『四庫提要』の「史記索隠三十巻」の項に
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   唐司馬貞撰、南河内人、開元中官朝散大夫、宏文館學士・・…

 とある所から、『史記正義』とほぼ同時代の開元年間に成書したものであろう。

③張手節に関しては殆ど何も伝わっていない。成書は開元24年（736）。地理に関する

 記述が多い。

④装駆、字は龍駒、河東聞応の人、官は南中郎三軍。父親は『三国志』注を著わした

 高松之（372-451）。斐駆の生卒年、「集解』成書年は共に不詳であるが、父の松之、

 子の昭明（？一502）卒年から、5世紀半ば以降に成書したと思われる。

⑤……故中山大夫心血徐廣研温感本、爲作音義、具列異同、兼述訓解、塵有所爽明、

 而心血省略。脚以愚管、増演徐氏。采纏傳百家牲先回旧説、豫是有益、悉皆抄内。

 刷其游僻、取其要實、'或義三三疑、則敷家兼列。漢書音義構臣遭者、莫知氏姓、今

 直弟讃日。又壱越姓名者、但云漢書音義。（「史記集解序」）

⑥時々書始出、謡曲能通者、同白馬轟轟於閣下、從昭受讃。（『後漢書』雨女傳）

⑦『良書』芸文志では「顔游秦漢書決疑十二巻」となっており、又、『旧唐書』及び

 「唐書』顔師古伝には、

  叔父の游秦が著した『漢書決疑』十二巻は学者の称賛を受ける所となり、のち師

  古が『漢書』注を作るにあたり、その中から多くとり入れた。

 という記述がある所から、『漢書決心』撰者は顔延年ではなく顔二二であろう。

⑧・⑨・⑩血温詠（泳）、項岱、孔文詳（祥）、劉嗣については伝が伝わらず、「集解』

 撰述年代より前であるか否かは不明。

⑪漢書言論注解、字並度、油壷等各爲音義、自画施行。霜囲午中朝、愛心奮灼、集爲

 一部、凡十四巻、前馬着意増益、時辮前人當否、晶晶漢書集注。・…・有臣贋者、

 莫知氏族、東前時代、亦話劇初、又総集諸家音義、稽以己之所見、讃廊其末、墨駁

 前説、喜引出書、自謂智慮、虚無差爽、凡二十四巻、自走爾秩。前之集解音義言出

 其書、而後人見者不知臣讃所作、乃謂之雁i勘等集解。…・・察誤弓取臣wa 一部散入

 漢書、自立以來始有千本。（「漢書叙例」）

⑫直感推『顔氏家訓』勉學第八「學漢書者、悦磨・蘇電略蒼・雅。」応勧には他に

 『漢官儀』『漢画盛儀故事』『風俗通」『暴漢輯序』等の著作がある。（『後漢書』磨奉

 傳）。

 この伝では

  凡所著述百三十六篇。又集解漢書、皆傳干世。

 と、『漢書』・に集解を行ったとだけ記し、その書名は記していない。

⑬本稿では中華書清本を使用した。尚、『史記索隠』には「漢書音義日」が5条ある

 （うち4条は『集解』と重複）。

⑭「史記』陳丞相世家「高帝既出、其計秘、三三得聞。」下につけられている。

⑮以下の4条である。

 1．高山本紀「遇剛武侯、」

  集解 磨出日、楚懐紙西土。
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     漢書音義日、功臣表云棘蒲剛侯陳武。武、一三柴。剛武侯宜爲剛侯武、魏

          將也。

    蹟日、功臣表柴武以將軍起醇、三三東阿、至覇上、入漢中、非三王將也、

     又非魏將也、例未稻詮。

 2．平準書「而三民得畜牧邊縣、」

  集解 漢書音義日、令民得畜牧於邊縣也。'

     蹟日、先是、新秦中千里無民、三冠不敢畜牧、令設亭微、故民得畜牧也。

 3．陳渉世家「以上票人房君票賜爲上柱國。」

  集解 漢書音義日、房君、官號也、姓薬、名賜。

     蹟日、房邑君也。

 4．准南列傳「一尺布、尚可縫、一斗粟、尚可春。兄弟二人不能相容。」

  集解 漢書音義日、尺布斗粟猫尚不棄、況於兄弟而更相逐乎。

     蹟日、一尺布尚縫而共衣、一斗粟尚可春而共食也、況以天下之廣而不能相

     客。

⑯本稿では中華書局本を使用した。『史記』『漢書』共に、中華書局本が最良のテキス

 トであるとは言えないかも知れないが、便宜上の利点からもこれを使用した。尚、

 瀧川亀太郎『史記会注考証』、王二二『漢書補注』も適宜参照した。

⑰宋二日、漸本注文無師二日三字、先謙日、謄本是也、集解引並作漢書音義則皆回読

  。（「曹参傳」該当補注）

⑱『史記索隠』成書年代については注②を参照。
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